
登米市水道事業公告第 ７号 

建設工事一般競争入札公告 

制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号）第１６７条

の６の規定により、次のとおり公告する。 

平成２４年１月２５日

登米市水道事業管理者

登米市長 布施 孝尚 

１ 制限付一般競争入札に付する事項 

 (1) 工 事 番 号  登水請第１１０４０号 

 (2) 工 事 名  第１３－水道２１４２号線一部布設替工事 

 (3) 施 行 場 所  登米市中田町石森字茨島地内  

 (4) 工   期  契約締結日の翌日から平成２４年６月２９日 

 (5) 工 事 概 要  

   本工事は、配水管整備事業に基づき、水圧・水量不足等の給水状況を改善するため、配

水管の布設替工事を行うものである。 

   水道２１４２号線 

    ・配水管布設工 DCIP（NS型） φ75   Ｌ＝391.0ｍ 

            P  P      φ20     Ｌ＝  1.0ｍ 

            P  P      φ50     Ｌ＝  6.8ｍ 

                  仕切弁     φ75   Ｎ＝  １基 

                       不断水連絡工  φ100   Ｎ＝ 1箇所 

          伸縮可とう管設置 φ75   Ｎ＝  ２基 

    ・水管橋    SGP－VB    80A   Ｌ＝ 6.2ｍ 

            空気弁    φ25   Ｎ＝  １基 

                              外 

 (6) 支 払 条 件 前払金 有 

 (7) 最低制限価格 契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設定する。 

(8）入 札 方 法 制限付一般競争入札 

２ 入札に参加できる者に必要な資格に関する事項 

 (1) 地方自治法施行令第167条の 4の規定に該当しない者であること。 

 (2) 登米市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

(3) 登米市入札契約暴力団等排除要綱（平成20年登米市告示第227号）第3条に規定する次

のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。なお、入札に参加しよう

とする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、入札に参加し

ようとする者の行為とみなす。 

  イ 入札に参加する者又は入札に参加する者の役員等が、その団体の構成員が集団的に又

は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体（以下「暴力団」

という。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき、又は暴

力団関係者が入札に参加する者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 

写



  ロ 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認め

られるとき。 

  ハ 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に

実質的に関与していると認められる法人、組合等（以下「暴力団関係法人等」という。）

に対して、直接又は間接を問わず資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴

力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

  ニ 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる

とき。 

  ホ 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

  ヘ 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを不当に利用する

などしていると認められるとき。 

  ト 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が、暴力団関係法人等であることを知りながらこれを下請負の相手方

としたとき。 

  チ 入札に参加する者、入札に参加する者の役員等又は入札に参加する者の経営に実質的

に関与している者が、本市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴力団関係法人等で

あることを知りながら、当該法人等から資材、原材料等を購入し、又は産業廃棄物処理

施設として使用したとき。 

(4) 登米市競争入札参加資格及び審査等に関する規程第５条第２項の規定に基づく有資格

者で、入札参加資格確認申請書等の提出日において次の要件を満たしていること。 

登録業種 水道施設工事 

登録等級（公告日現在） Ｂ等級又はＣ等級の業者であること 

事業所の所在に関する条件 登米市内に本社（本店）を有していること 

施工実績に関する条件 なし 

配置技術者に関する条件 

建設業法に規定する技術者の配置ができること。また、専

任の技術者を配置することとなる場合は、開札日の前日以前

に３ヶ月以上、それ以外の場合は開札日の前日から入札参加

業者と直接的な雇用関係があること。 

配水管技能者（耐震継手）を適正に配置できること 

 ※設計図書閲覧後、入札参加希望者は入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格の

確認を受けなければならない。 

 ※入札参加資格の適否については、提出した資料を確認の上、平成２４年２月９日（木）以

降に連絡いたします。



３．入札及び工事担当課 

区分 担当課 電話番号 住  所 

入札担当課 登米市水道事業所 

水道管理課 
0220-52-3314

987-0702 

登米市登米町寺池目子待井381番地１ 

工事担当課 登米市水道事業所 

水道施設課 
0220-52-3312

987-0702 

登米市登米町寺池目子待井381番地１ 

４．入札日程等 

手続等 期間・期日・期限 場所 

設計図書等の閲覧 
平成24年 1月 26日（木）～ 

平成24年 2月 2日（木） 

登米市登米町寺池目子待井３８１番地１ 

登米市水道事業所閲覧所

質問書の受付 
平成24年 1月 26日（木）～ 

平成24年 2月 1日（水） 

登米市登米町寺池目子待井３８１番地１ 

登米市水道事業所水道管理課出納管財係

回答書の閲覧 
平成24年 1月 27日（金）～ 

平成24年 2月 2日（木） 

登米市登米町寺池目子待井３８１番地１ 

登米市水道事業所閲覧所

入札参加資格確認申請

書等提出期間 

平成24年 1月 31日（火）～ 

平成24年 2月  3日（金） 

午後4時まで必着

提出先 

登米市水道事業所水道管理課出納管財係

入 札 
平成24年 2月 20日（月） 

午後2時 30分から 

登米市役所登米庁舎 2階 

入札結果の公表 契約締結後 
登米市ホームページ及び登米市水道事業所

閲覧所 

（注） 上記の期間は、登米市の休日を定める条例による市の休日を除く午前９時から午後 

４時まで（正午から午後１時までを除く）とする。 

５ 入札の方法 

 (1) 郵送、電報、ファクシミリその他の電機通信による入札は認めない。 

 (2) 代理人を持って入札する場合には、必ず入札に関する委任状を持参の上、提出すること。 

（※入札会開始前１５分前に準備している場所に委任状を提出すること。） 

 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額）

をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるか

を問わず、見積もった契約希望額の１０５分の１００相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

６ 入札保証金  免除とする。 

７ 工事費内訳書の提示について 

 (1) 設計図書等を基に積算を行った工事費内訳書を入札日に持参すること。 

 (2) 1回目の入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提示を求めるこ 

   とがある。  

 (3) 提出を受けた工事費内訳書は返戻しない。 



８ 入札の無効 

  入札に参加する者に必要な資格のない者（指名停止中の者を含む）のした入札及び入札に 

 関する条項に違反した入札は無効とする。 

９ 落札者の決定方法 

  (1) 最低制限価格以上、予定価格以下の範囲内で最低の価格の入札をしたものを落札者とす 

    る。 

 (2) 1回目の入札において落札者がないときは、直ちに２回目の入札を行う、ただし、第１ 

   回目の入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者は、第２回目以降の入札 

   に参加することができない。 

 (3) 入札回数は３回を限度とする。

10 入札参加資格確認申請書等の提出 

    ２－（4）に示す、下記の書類を提出しなければならない。 

① 配置技術者届出書（入札参加資格確認申請資料） 

② 配置技術者の資格者証の写し 

③ 配置技術者と雇用関係が確認できる書類 

④現場代理人等配置届出書 

⑤ その他入札執行者が入札参加資格確認のため必要と認めた書類 

11 設計図書等の閲覧 

  設計図書の閲覧期間及び場所は、４に示すとおりとするが、希望者は閲覧期間中、下記の 

場所において設計図書等を有料にて複写することができる。 

   複写場所  住  所 登米市迫町佐沼字中江１丁目１０番５号 

         商  号 ㈱プリントシステム 

         電話番号 ０２２０－２２－８２３５ 

12 設計図書等に対する質問及び回答書の閲覧 

質問がある場合には、閲覧場所に備え付けてある質問書に記入し、水道管理課出納管財係 

に提出する。質問書に対する回答書を４「入札日程等」のとおり閲覧に供する。 


